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令和５年５月８日 
 

 

建設業許可申請・届出等の窓口業務について 
 

 
建設業許可申請・届出等の窓口業務について、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お

知らせします。 

 
１ 建設業許可申請・届出 

(1) 新規（般・特含む）・更新申請・業種追加申請 

従来のとおり窓口のみの受付とします。（許可要件の確認や裏付け資料の確認が必要なため） 

また、従来のとおり予約制をとっておりますので、制度への御協力をお願いいたします。 

（待合室等の混雑を避けるため、予約時間前の入室は御遠慮願います。） 

 
(2) 変更届 

郵送による受付を実施します。また、従来のとおり、窓口での受付も可能です。 

※郵送受付の場合で書類に不備があるときは、再度郵送いただくか、来所いただき窓口での

修正となります。十分に記載漏れ等が無いことを確認した上で、郵送願います。 

 
届出書の提出に当たっては、以下の点に留意してください。 

①提出期限を超過したもの等は窓口での受付となります。 

 
②提出に当たっての注意事項

ア 送付先 

 

所管区域 申請書等提出先 所在地 電話番号 

FAX 番号 

白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、

伊具郡 

大河原土木事務所

総務班 

〒989-1243 

柴田郡大河原町字南 129-1 

（大河原合同庁舎３階） 

0224-53-3135 

0224-53-8090 

仙台市、名取市、 

富谷市、岩沼市、塩竃市、多賀城市、

亘理郡、黒川郡、宮城郡 

仙台土木事務所

総務班 

〒983-0836 

仙台市宮城野区幸町 4-1-2 

022-297-4113 

022-297-4119 

大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 北部土木事務所

総務班 

〒989-6117 

大崎市古川旭 4-1-1 

（大崎合同庁舎５階） 

0229-91-0731 

0229-22-5260 

石巻市、東松島市、登米市、女川町 東部土木事務所

総務班 

〒986-0850 

石巻市あゆみ野 5-7 

（石巻合同庁舎５階） 

0225-98-3157 

0225-94-6125 

気仙沼市、本吉郡 気仙沼土木事務所

総務班 

〒988-0181 

気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6 

（気仙沼合同庁舎４階） 

0226-22-2622 

0226-24-3183 



2  

宮城県土木部事業管理課 建設業振興・指導班 

〒９８０－８５７０ 

宮城県仙台市青葉区本町３－８－１ 

イ  レターパックプラス（赤）で送付してください。（レターパックライト（青）や普通郵

便は不可） 

ウ レターパックの表面に送付物等を朱書してください。 

「法人・個人名、許可番号、送付した書類名」在中 

例）「みやぎ土木株式会社、第○○○号、建設業許可変更届出書」在中 

エ  書類等に不備がある場合は、再度郵送いただくか、来所いただき窓口での修正となりま

すので、御了承願います。 

・レターパックの表面には、必ず日中に連絡がとれる電話番号（携帯電話可）を記入し

てください。 

・提出する副本とは別に書類一式を複写して、お手元に保管しておいてください。 

オ 申請書の正本、副本（２部）、確認資料、宛先を明記した返送用のレターパックプラス 

（赤）を同封してください。（受付終了後、受付印を押印した副本を返送します。） 

カ 返送までに２週間程度要する場合がありますので、御了承ください。 

キ 書類の作成・確認資料等については、「建設業許可の手引き」をよくお読みください。 

（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html） 

ク 送料は申請者の負担となります。 

ケ 郵便事故に関し、県は責任を負いかねますので、御了承ください。 

コ 様式の相違や必要な箇所の記述不備、連絡が取れない場合などは、窓口での訂正を求め

ることや、受付不能で返却することがありますので、御了承ください。 

 

 
２ 許可証明 

従来のとおり各土木事務所窓口で受付の上、交付します。 
 

 
３ 瑕疵担保履行法の届出（住宅建設瑕疵担保） 

従来のとおり郵送による提出に御協力をお願いします。

送付先 

 

 

 

 

 

４ 解体工事業登録 

(1) 新規登録・更新申請・変更届 

郵送による受付を実施します。また、従来のとおり窓口での受付も可能ですが、窓口での対

面時間をできるだけ短くするため、事前にＦＡＸ等で提出書類一式の送付をお願いいたしま

す。 

※郵送受付の場合で書類に不備があるときは、再度郵送いただくか、来庁いただき窓口での

修正となります。事前にＦＡＸ等で提出していただき、記載漏れ等が無いことを確認した

上で、郵送願います 

 
申請書の提出に当たっては、以下の点に留意してください。 

①事業管理課に電話連絡のうえ、事前にＦＡＸ等で提出書類一式を送付してください。（必ず 

 証紙を貼付した面も送付してください。） 

送付のあった書類を確認し、電話で確認結果等を御連絡いたします。 

②郵送（事前送付）の際の注意事項 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html


3  

ア 連絡先・（事前）送付先 

 

イ 書留郵便で送付してください。（レターパックライトや普通郵便は不可）                  

 ウ 郵便物の表面に送付物等を朱書してください。 

「法人（個人）名、送付した書類名」 在中 

例）「みやぎ建設株式会社、解体工事業登録更新申請書」在中 

エ 申請書所定の位置に申請に係る手数料額の県証紙をはがれないように貼付して提出してくださ

い。（新規申請：３３，０００円 更新申請：２６，０００円 変更届：不要） 

オ 県証紙の貼付漏れや申請に係る手数料額の貼付が確認できない場合、書類をそのまま返却

させていただく場合があります。 

カ 書類等に不備がある場合は、再度郵送いただくか、来庁いただき窓口での修正となりま

すので、御了承願います。 

・郵便物の表面には、必ず日中に連絡がとれる電話番号（携帯電話可）を記入してくださ

い。 

・提出する副本とは別に書類一式を複写して、お手元に保管しておいてください。 

キ 申請書の正本、副本、宛先を明記した返信用のレターパックプラス（赤）を同封してくだ

さい。 

ク 書類の作成・確認資料等については、「解体工事業登録申請の手引き」をよくお読みくだ

さい。（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kaitaikoujigyo.html） 

ケ 送料は申請者の負担となります。 

 コ 郵便事故に関し、県は責任を負いかねますので、御了承ください。 

サ 郵送受付の場合、通常よりも登録通知書の発送までの期間が長くなりますので、御了承く

ださい。 

シ 様式の相違や必要な箇所の記述不備、連絡が取れない場合などは、窓口での訂正を求める

ことや、受付不能で返却することがありますので、御了承ください。 

 

 
５ 浄化槽工事業登録 

(1) 新規登録・更新申請・届出（特例浄化槽の届出を含む） 

郵送による受付を実施します。また、従来のとおり窓口での受付も可能ですが、窓口での対

面時間をできるだけ短くするため、事前にＦＡＸ等で提出書類一式の送付をお願いいたしま

す。 

※郵送受付の場合で書類に不備があるときは、再度郵送いただくか、来庁いただき窓口での

修正となります。事前にＦＡＸ等で提出していただき、記載漏れ等が無いことを確認した

上で、郵送願います 

 
申請書の提出に当たっては、以下の点に留意してください。 

①事業管理課に電話連絡のうえ、事前にＦＡＸ等で提出書類一式を送付してください。（必ず 

宮城県土木部事業管理課 建設業振興・指導班 

〒９８０－８５７０ 

宮城県仙台市青葉区本町３－８－１ 行政庁舎８Ｆ 

TEL  ： (０２２)２１１－３１１６ ＦＡＸ：（０２２）２１１－３２９２ 

E-mail：d-kensetu@pref.miyagi.lg.jp 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kaitaikoujigyo.html
mailto:d-kensetu@pref.miyagi.lg.jp
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 証紙を貼付した面も送付してください。） 

送付のあった書類を確認し、電話で確認結果等を御連絡いたします。 

②郵送（事前送付）の際の注意事項

ア 連絡先・（事前）送付先 

 

イ 書留郵便で送付してください。（レターパックライトや普通郵便は不可） 

ウ 郵便物の表面に送付物等を朱書してください。 

「法人（個人）名、送付した書類名」 在中 

例）「みやぎ土木株式会社、浄化槽工事業登録更新申請書」在中 

エ 申請書所定の位置に申請に係る手数料額の県証紙をはがれないように貼付して提出してくださ

い。（新規申請：３３，０００円 更新申請：２６，０００円 変更届：不要） 

オ 県証紙の貼付漏れや申請に係る手数料額の貼付が確認できない場合、書類をそのまま返却

させていただく場合があります。 

カ 書類等に不備がある場合は、再度郵送いただくか、来庁いただき窓口での修正となりま

すので、御了承願います。 

・郵便物の表面には、必ず日中に連絡がとれる電話番号（携帯電話可）を記入してくださ

い。 

・提出する副本とは別に書類一式を複写して、お手元に保管しておいてください。 

キ 申請書の正本、副本、宛先を明記した返信用のレターパックプラス（赤）を同封してくだ

さい。 

ク 書類の作成・確認資料等については、「浄化槽工事業登録申請の手引き」をよくお読みく

ださい。（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/joukasoukoujigyo.html） 

ケ 送料は申請者の負担となります。 

コ 郵便事故に関し、県は責任を負いかねますので、御了承ください。 

サ 郵送受付の場合、通常よりも登録通知書の発送までの期間が長くなりますので、御了承く

ださい。 

シ 様式の相違や必要な箇所の記述不備、連絡が取れない場合などは、窓口での訂正を求める

ことや、受付不能で返却することがありますので、御了承ください。 
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